
 
 
 

   1．内 容︓訪問者の入院患者への面会  

   2．目 的︓訪問者からの COVID-19 の持ち込みによる院内クラスター発生防止 

   3．対 象︓訪問者（入院患者家族など） 

 4．方 針︓下記留意点を遵守の上、訪問者の入館・面会等を可能とする。 

  5．面会時間︓月曜日～日曜日 13時～17時 

  6．留意点︓  

 １）入院患者への面会 

１）面会前のリスク評価 
◇体調不良＊や 1週間以内に接触歴がないことを確認する。 

◇体調不良＊の方・1週間以内に接触歴のある方の面会は出来ません。 

２）基本的な感染予防策 

◇入室・退室時に手指衛生を実施していただく。 

◇患者・面会者共にサージカルマスクを着用していただく。 

◇面会中の飲食は控えていただく。 

３）回数制限 面会は 1日につき 1回までとする。 

４）時間制限 面会 1回につき 15分以内とする。 

５）人数制限 面会 1回につき 2名までとする。 

６）場所の配慮 

個室︓個室内での面会とする。 

多床室︓可能な限り中央ロビーとし、患者・周囲との距離を保つよう配慮する。 

（病室内では自室のカーテン内、ロビー混雑時は時間をずらす等の工夫をする。） 

 

＊体調不良とは 

鼻炎症状（鼻汁・鼻閉感）・咽頭症状（咽頭違和感・咽頭痛・嗄声）・ 

消化器症状（嘔気・嘔吐・下痢・腹痛）・全身症状（発熱・倦怠感・頭痛）・味覚障害・嗅覚障害など。 
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